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C O N T E N T S
会 長 の 独 り 言

■稲生川
　全国疎水百選となった稲生川は1859年（安政６年）５月

４日に十和田湖を源とする奥入瀬川から三本木原へ上水

し、三本木原台地を東西に太平洋岸まで横断する人工河川。

新渡戸家三代にわたり1871年（明治４年）頃までに２カ所

の穴堰を含む水路が完成している。その後、1937年（昭和

12年）には国営開墾事業となり、現在、総延長約71㎞となっ

ている。

　今年、２月の韓国で行われた

「オリンピック冬季競技大会」と

「パラリンピック冬季競技大会」

色々な意味で熱戦を繰り広げ、前

回の大会での雪辱を果たした人

や若い人たちが頑張って、入賞す

るなど、新しい流れなのか、いろ

いろな変化を感じた大会でした。

来る2020年の東京オリンピックは日本選手が頑張ってく

れると信じていますが、いかなる結果が出るにしても、

平和の祭典と言われるぐらいですから、国際紛争の駆け

引きに使われないようにして貰いたいものです。

　さて、昨年の暮れに行なわれました「まんが税金展」

や「税についての作文」はたくさんの小・中・高校生の

参加を得て実施されました。受賞された皆さんおめでと

うございます。また、女性部会が実施した「絵はがきコ

ンクール」では東北連で入賞した竹ケ原楓さん、青森県

で入賞した新舘倖幸和さん、おめでとうございます。

　また昨年行われました納税表彰式では十和田税務署長

表彰の杉山徹氏、中村秀行氏、東北六県法人会連合会長

表彰の川上元尋氏、国税局長表彰の竹ヶ原實氏、そして、

国税長官表彰では私、白山春男が受賞いたしました。各

氏におかれましては誠におめでとうございます。

　今、地域経済の担い手である中小企業が抱える大きな

問題に対するキーワードはイノベーションと思っており

ます。地方の人口減少が叫ばれる中、当地域としても人

材確保が急務であり、技術や知識の移譲がスムーズに行

われてこそ、持続可能な展開が望めるものと思います。

そのためにも中小企業への税制措置や施策を強力に要望

していかなければならないと思っております。

　これからも法人会は、会員企業が抱える多くの問題を

関係方面に強く要望してまいりますので、会員企業の皆

様のご理解とより一層のご協力をお願いし、ご挨拶とい

たします。

会 長 白山春男
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十和田税務署だより十和田税務署だより

　平成31年10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が10％に引き上げられることに伴い、消費税の軽

減税率制度が実施されます。軽減税率の対象品目は次のとおりです。

平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます
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詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）又は十和田税務署へ（0176-23-3151）

※以上の内容は、国税庁ＨＰ「よくわかる消費税軽減税率制度（平成29年７月）」より抜粋しています。
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ひとことアドバイスひとことアドバイス

⑶減税の限度額：当期の法人税額の20％を上限

　　　　　　　　とする

【中小企業】

⑴「平均給与等支給額：前年比1.5％増」の要

件を満たした場合に、給与支給総額のうち、

前年度より増えた部分の15％を支払う法人税

から差し引く。

⑵下記２要件を満たした場合に、控除額を10％

上乗せし、給与増加額の25％分を減税する

　・平均給与等支給額：前年度比2.5％以上増

　・人材投資：前期の1.1倍以上

⑶減税の限度額：当期の法人税額の20％を上限

とする

　賃上げや設備投資などに積極的な企業は優遇

され、消極的な企業は冷遇される仕組みで、い

わば「アメとムチ」による投資促進策といえる。

背景には法人税実効税率の引き下げに取り組ん

できたにもかかわらず、企業の利益が内部留保

として積み上がり、賃上げが広がりを欠いたこ

とにより経済の好循環の妨げになっている現況

にある。狙いは賃上げによる消費拡大であるが、

来年の10月には消費税増税も予定されており、

家計への負担増は消費に悪影響を及ぼす恐れも

あることから今後の経済の動向に注目したい。

　現行の所得拡大促進税制は、平成30年３月31

日に期限を迎えますが、昨年の12月14日「平成

30年度税制改正大綱」が公表され、内容が改め

られ拡充される予定です。その内容ついては法

令の確定段階で再度内容のご確認をしていただ

ければと思います。

　この取扱いは、青色申告書を提出する法人が、

平成30年４月１日から平成33年３月31日までの

間に開始する各事業年度において積極的な賃上

げと国内設備投資、生産性向上に繋げる人材投

資を行った大企業は増やした給与総額の最大

20％を法人税額から差し引けるようにし、さら

に国内企業数の約99％を占める中小企業は一定

の要件を満たせば最大25％を引けるようにする

など賃上げを促す目的で税優遇が手厚くなって

います。

【大企業】

⑴下記２要件を満たした場合に、給与支給総額

のうち、前年度より増えた部分の15％を支払

う法人税から差し引く。

　・平均給与等支給額：前年度比３％以上増

　・国内への設備投資：当期の減価償却費の９

　　　　　　　　　　　割以上

⑵さらに、社内研修など、人材投資を前期と前々

期の平均より1.2倍以上に増やした場合、控

除率を５％上乗せし、給与増加額の20％を減

税する

ひとことアドバイス
税理士か

らの

　　岩間貴税理士事務所

　税理士　岩　間　　 貴 氏

賃上げなどに積極的な
　　中小企業の税負担を優遇
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１月24日（水） 

決算期別法人説明会〈１～４月決算法人対象〉

（十和田奥入瀬合同庁舎 午前・午後）

１月25日（木） 

決算期別法人説明会〈１～４月決算法人対象〉

（三沢市総合社会福祉センター）

１月30日（火） 

　新春講演会

　「どうなるこれからの日本」

　　～ニュースの目　報道キャスターの裏側～

 講師：元ＮＨＫアナウンサー　　　　

 キャスター　宮川　俊二 氏

 （富士屋グランドホール）

３月６日（火） 

管理者教養セミナー　　　

「部下のほめ方・叱り方講座」

 講師：㈲島田教育総合研究所　　　　

 代表取締役　島田　義也 氏

（サン・ロイヤルとわだ）

〈共催／青年部会・十和田支部〉

３月28日（水） 

　第３回理事会・厚生制度説明会

（富士屋グランドホール）

◆東北町支部
１月16日（火） 

新春講演会〈共催〉　　　　　

｢2018年　時代の潮流を読む」

 講師：ゼネラルコーディネーター

 本多　功夫 氏

 （東龍館）

◆野辺地町支部
１月16日（火） 

新春講演会〈共催〉

「儲かるための経営と

　企業成長のためのポイント」

 講師：ドラゴンキューブ㈱　

 会長　平井　茂 氏

 （野辺地町観光物産ＰＲセンター）

◆七戸支部
１月19日（金） 

新春基調講演会〈共催〉

「青森県内の景気動向」について

 講師：日本政策金融公庫青森支店

　　　   国民生活事業統括　　

　    朝広　純一 氏

 （七戸町商工会館）

◆横浜町支部
１月23日（火） 

販売促進実技講習会〈共催〉

「販促ボード作成と

　　　　　　効果的使用法」

 講師：Trezor（トレゾア）　　　　　

　　　　 　代表　小松原　真理子 氏

 （横浜町商工会館）

◆十和田湖支部
１月24日（水） 

新春講演会〈共催〉　　　　　

「徳川三代に学ぶ事業承継」

　 講師：中間管理職お悩み解決奉行

 代表　神尾　弘和 氏

 （十和田湖商工会館）

◆おいらせ町支部
１月24日（水） 

新春講演会並びに会員交流会

　　　　　　　　　　〈共催〉

「相続税節税策の裏表」

　～滞納整理にまつわるエピソード～

 講師：十和田税務署　　　　　　

 署長　長谷川　光政 氏

（月見旅館）

◆六戸町支部
１月26日（金） 

新春講演会

｢2018年　時代の潮流を読む」

 講師：ゼネラルコーディネーター

 本多　功夫 氏

 （六戸町商工会館）

◆三沢支部
２月８日（木） 

税制調査提言活動

三沢市内税理士と支部役員意見交換会

 （ホテルグランヒルつたや）

本部・支部だより
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青年部会だより
１月17日（水） 

租税教室（十和田市立法奥小学校）

１月18日（木） 
租税教室（十和田市立南小学校）

１月19日（金） 
租税教室（六戸町立六戸小学校）

１月25日（木） 
租税教室（十和田市立沢田小学校）

２月６日（火） 
租税教室（十和田市立三本木小学校）

女性部会だより
２月１日（木） 

税の絵はがき作品審査会

入賞10作品、佳作10作品を選定

２月14日（水） 
租税教室（六戸町立開知小学校）

３月８日（木）～15日（木） 
税の絵はがき作品展示会

 （十和田奥入瀬合同庁舎１階）

決算期別法人説明会〈５～８月決算法人対象〉
 （十和田奥入瀬合同庁舎　午前・午後）

決算期別法人説明会〈５～８月決算法人対象〉
 （三沢市総合社会福祉センター）

5 月スケジュール
22日（火）

23日（水）

税の絵はがき作品展示会
 （十和田市市民交流プラザ  トワーレ）

4 月スケジュール
5日（木）～9日（月）

　全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部で

は、県内の中小企業の従業員とそのご家族が加

入する健康保険事業を運営しています。

　平成30年度における当支部の健康保険料率は

据え置きとなりますが、介護保険料率は３月分

（４月納付分）保険料より1.65％から1.57％に

引下げとなります。

　厳しい医療保険の財政状況の中、協会けんぽ

のさまざまな取組みにおける、加入者及び事業

主の皆さまのご理解とご協力に対して感謝申し

上げます。保険料額はホームページからご覧い

ただけます。

平成30年度 健康保険料率について
協会けんぽからのお知らせ

【お問い合せ先】

全国健康保険協会　青森支部
青森市長島2-25-3　017-721-2799（代表）

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

　女性部会主管による第２回「税の絵はがきコンクール」に、今年も管内17校の小学６年生554名から作品が寄せ
られました。どれも素晴しい作品でした。上十三女性部会で選考された10点は、青森県連そして東北六県連での更
なる厳正な審査を経て、青森県法人会連合会会長賞を藤坂小学
校の竹ケ原楓さん、青森県法人会連合会女性部連絡協議会入賞
をちとせ小学校の新舘倖幸和さんが受賞。また上十三法人会女
性部会長賞には南小学校の清水目梛々さん、十和田税務署長賞
に三本木小学校の舘向虹夏さん、そして上十三法人会長賞には
ちとせ小学校の山口大翔さんが選ばれました。
　なお、今回の税の絵はがきコンクールには、東北全体で676校
21,669点、県内では59校2,280点の応募がありました。

上十三からの応募554点税の絵はがきコンクール

※「税の絵はがき」20点を展示します。会報121号（特別版）をご覧下さい。

青森県法人会連合会表彰
平成30年３月23日：ホテル青森

　青森県連合会表彰式がホテル青森において開催

され、永年にわたり法人

会活動に貢献された県内

の法人会の役員・職員が

表彰されました。当法人

会からは田島一史氏と岩

間美郎氏の２名の役員

が表彰されました。
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